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叢
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損
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主
総
畿
管

噂
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税

制

改

革
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且
九
樫
案

沙

2見

良I~

君臨

RiF 

『富

我
聞
に
於
て
行
ふ
べ
き
枕
制
整
理
は
増
牧
舎
件
ふ
根
本
的
の
も
の
で
あ
り
、
附
し
て
根
本
的
整
理
の
目
標
は
次

の
四
鮪
に
之
を
置
く
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
、
第
一
に
動
産
の
課
税
と
不
動
産
の
課
税
と
の
問
に
構
衡
を
保
た
し
む

る
事
、
第
二
に
個
人
中
心
の
積
制
と
共
に
法
人
中
心
の
税
制
を
完
成
せ
し

U
る
事
、
第
三
に
噴
力
め
る
財
源
を
保

障
す
る
租
枕
を
取
り
入
れ
る
事
、
第
四
に
岡
家
財
政
と
地
方
財
政
と
の
雨
方
面
を
考
慮
し
て
税
制
改
革
ぞ
行
ム
ベ

き
事
の
四
結
を
根
本
的
税
制
整
理
の
目
標
と
し
た
い
の
で
め
る
。

高
橋
財
政
は
税
制
整
理
に
劃
し
て
は
あ
ま
り
積
極
的
の
態
度
を
と
ら
守
、
従
っ
て
営
時
に
於
て
は
税
制
改
革
は

明
日
の
問
題
と
な
っ
て
ゐ
た
。
闘
ら
や
も
高
橋
財
政
に
代
り
馬
場
財
政
が
出
現
す
る
事
と
な
り
税
制
改
革
は
焦
眉

の
念
を
要
す
る
今
日
の
問
題
と
化
し
た
の
で
め
る
。
本
誌
前
披
の
「
税
制
整
理
の
目
標
」
よ
り
克
に
一
歩
を
進
め
て

税
制
改
草
の
具
檀
案

第
四
十
二
巻

七

第
四
競

:ii 
九



税
制
改
革
の
具
穂
案

合

245，403 
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136，766 
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言十
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主主

所

l肱葉f号護

65，764 

第
四
十
二
港

82，114 

212，562 
195，711 

3'，587 
78，029 

33，468 
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653，313 
138，977 

1，749，585 
158，977 
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事費局盆金(煙車)

園内消費税{清涼飲料

砂糖消費税

!護費謀L 機物消費枕

l闘枕

i雑種枕其他

人合 計 七

第
四
時
砿

ノ、

O 

「
税
制
改
革
の
且
瞳
案
」

を
練
ら
ぎ
る
を
符
な
い
所

以
で
あ
る
。

中
央
財
政
と
地
方
財
政

と
に
遁
や
る
根
本
的
税
制

1，1 :10，1> 13， 

整
理
が
問
闘
と
な
っ
て
ゐ

l
l
i
 

zEv止

光
づ
我
闘
の
岡

税
及
び
地
方
税
の
瞳
系
及

ぴ
耽
入
額
の
全
貌
を
明
ら

か
に
す
る
必
要
が
め
る
。

昭
和
十
年
度
珠
算
に
次
の

数
字
を
拾
ム
事
が
出
来

る
O

(

単
位
千
円
〉

租
税
を
肱
得
税
系
統

(
八
億
七
千
五
百
高
固
)
と

流
通
枕
系
統

(
八
千
二
百



九

ι

みよ
vE

警
官
主
寄

24;6F4忠
義
器
量
務
ー

高
固
)
と
消
費
税
系
統
(
六
億
五
千
三
百
高
間
)
と
の
三
つ
に
分
ち
、
闘
税
、
地
方
税
、
印
紙
牧
入
、
事
責
局
A

借
金
金

そ
れ
ん
t
1
の
系
統
に
所
属
せ
し
め
、
我
が
租
税
瞳
系
を
論
理
的
に
区
分
し
た
の
で
あ
る
。
但
し
雑
種
税
及
び
其
の

他
の
小
地
方
耽
は
匝
分
が
困
難
で
あ
る
か
ら
己
む
な
く
一
項
目
に
之
を
牧
め
亡
。
闘
税
十
一
一
億
二
千
寓
闘
、
地
方

税
六
億
三
千
寓
閥
、
雨
者
を
合
計
し
て
十
七
億
五
千
寓
固
と
な
る
。
現
に
ニ
コ
一
億
闘
の
増
穂
炉
問
題
と
な
っ
て
ゐ

る
が
、
二
億
固
な
ら
ば
一
割
一
分
の
増
稜
で
あ
り
三
億
岡
な
ら
ば
一
割
七
分
の
増
税
で
あ
る
。
こ
の
一
割
一
分
乃

歪
一
割
七
分
の
増
税
を
如
怖
な
る
方
面
に
之
を
負
擢
せ
し
む
る
べ
き
か
.
こ
れ
蔵
制
改
革
の
具
鯉
案
で
め
る
コ

第一一

珊
行
制
制
の
僻
庇

税
制
改
革
は
二
段
の
過
程
を
に

E
っ
て
之
を
準
め
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
段
は
新
税
制
機
構
を
建
設
す
べ
き
基

礎
工
事
を
一
日

4
早
〈
作
る
事
で
あ
っ
て
、
新
税
制
ぞ
受
入
れ
易
い
様
に
現
行
税
制
金
修
正
す
る
必
要
が
め
る
。

第
二
段
は
税
制
機
構
の
根
本
的
改
革
で
め
る
o

現
行
現
制
の
修
正
が
大
部
分
は
昭
和
十
二
年
度
よ
り
賀
行
出
来
る

に
反
し
、
根
本
的
改
革
は
昭
和
十
二
年
度
に
一
部
だ
け
着
手
出
来
る
が
完
成
は
早
く
と
も
昭
和
十
三
年
度
金
待
た

ね
ば
な
ら
ぬ
。
先
づ
現
行
税
制
の
修
正
の
要
描
を
列
陶
卒
す
る
。

第
一
は
牧
得
撹
系
統
で
め
っ
て
、
所
得
控
と
牧
A

俗
説
と
相
積
院
と
の
三
つ
に
分
つ
事
が
出
来
る
。

牧
得
砥
系
統
の
中
で
最
も
重
要
な
る
は
所
得
詑
(
一
九
五
、
八
八
八
、
O
三
大
型
で
あ
る
が
、
藤
井
財
政
の
産
物
た
る
臨

時
利
得
税
(
一
一
百
、
一
一
一
九
豆
、
七
九
九
回
)
と
の
関
係
も
あ
り
思
ひ
切
っ
七
大
修
正
を
加
へ
る
必
要
が
あ
る
。
動
産
と
不
動

税
制
改
革
の
具
瞭
案

第
凶
十
二
巻

一七

第
四
披

-~ ，、



税
制
改
革
の
具
鑓
案

第
四
十
二
倉

七
一
四

第
四
時
蜘

ムノ、

産
と
の
課
税
の
均
衡
を
は
か
り
法
人
と
個
人
と
の
租
税
負
措
佐
調
和
せ
し
め
る
が
如
き
、
所
得
税
に
於
て
最
も
よ

〈
共
の
目
的
ぞ
達
す
る
の
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
法
人
は
共
簿
記
合
同
計
の
技
術
が
非
常
に
進
み
税
務
嘗
局
の
遁
醍

。0
2

0

3

9

し
得
る
所
に
あ
ら
や
個
人
に
比
し
準
か
に
軽
い
負
躍
で
済
ま
し
て
ゐ
る
有
様
で
あ
る
か
ら
、
第
一
種
所
得
税
(
六
八
、

六五
O
、六
O
五
回
)
営
修
医
し
て
相
営
の
増
肢
を
期
待
す
べ
き
で
あ
る
。
法
人
の
所
得
の
計
算
方
法
は
個
人
の
其
れ
k

異
ち
「
財
産
の
一
持
債
増
一
砕
債
減
」
ぞ
考
慮
す
る
事
と
な
っ
て
ゐ
る
。
法
人
の
計
算
方
法
を
個
人
に
及
ぼ
す
か
、
逆
に

「
純
枚
入
よ
り
必
要
経
費
ぞ
控
除
し
て
所
引
を
計
算
す
る
」
個
人
の
方
法
を
浩
人
に
及
冴
す
か
、
戒
は
倒
人
と
法
人

主
の
折
衷
方
訟
を
同
族
命
日
枇
に
適
用
す
べ
き
か
等
の
問
題
が
産
さ
れ
て
ゐ
芯
。
動
産
と
不
動
産
と
の
租
税
負
轄
の

ロ
コ
コ
3

2

2

均
衡
を
は
か
る
矯
め
に
は
第
二
種
所
得
税
(
二
五
二
五
四
、
七
内
九
国
)
を
第
三
種
所
持
税
に
合
涜
せ
し
め
る
事
が
最
大

問
題
で
あ
る
。
我
闘
に
於
て
は
預
金
者
又
は
委
託
者
が
銀
行
叉
は
信
託
命
日
枇
に
要
求
す
る
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
税

務
官
麗
に
劃
し
業
務
上
の
秘
密
を
保
っ
て
貰
ふ
事
を
望
ん
で
ゐ
る
事
が
あ
る
が
.
此
撒
は
改
め
ら
る
べ
き
で
な
か

ら
う
か
。
第
二
種
所
得
の
所
得
者
の
氏
名
が
税
務
嘗
局
に
閉
鎖
せ
ら
れ
て
ゐ
る
現
肢
に
於
て
は
、
相
績
税
の
税
率

引
上
を
断
念
す
ベ
〈
、
財
産
税
や
有
償
誼
券
移
轄
積
や
買
上
積
の
如
き
新
枕
を
作
つ
で
も
負
携
の
不
均
衡
を
増
す

っ
σ
コ
O

コヨ

ば
か
り
で
あ
る
。
第
三
種
所
得
税
(
一

O

一
、
九
八
二
、
六
八
二
回
)
に
つ
い
て
は
、
株
式
配
営
の
金
額
よ
り
利
子
を
控
除
し

た
る
残
額
に
課
税
し
、
「
管
利
の
事
業
に
属
せ
ゴ
る
一
時
の
所
得
」
を
課
税
し
、
免
税
鈷
佐
八
百
固
見
営
に
引
下
げ

る
事
が
考
へ
ら
れ
る
。
蓋
し
、
現
行
の
配
営
金
六
割
課
税
主
義
は
極
め
て
根
擦
の
薄
弱
な
る
も
の
で
あ
る
。
叉
「
替

利
の
事
業
に
嵐
せ

Y
る
一
時
の
所
得
」
が
有
名
無
賓
と
な
ら
ん
と
す
る
際
で
あ
り
此
の
問
題
も
明
瞭
に
解
決
し
以



て
財
産
差
増
税
の
思
想
を
多
少
な
り
と
も
成
文
化
す
る
必
要
が
め
る
。
免
耽
貼
千
二
百
園
は
高
き
に
過
ぎ
第
三
種

所
得
税
の
納
税
戸
数
が
杢
闘
の
五
バ

1
セ
ン
ト
左
云
ふ
有
様
に
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
引
下
げ
る
必
要
が
あ
る
、

見
、
反
枇
曾
政
策
的
と
-B
考
へ
ら
れ
る
が
、
低
率
の
事
で
も
あ
り
、
地
方
に
よ
っ
て
は
免
税
鮪
以
下
の
小
所
得
に

劃
し
不
公
卒
な
る
特
別
所
梓
耽
ぞ
課
す
る
事
と
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
免
税
鮪
引
下
は
負
措
闘
係
の
大
し
た
撹
乱
と

は
な
ら
な
い
。
向
、
岡
債
利
子
の
課
税
、
公
盆
法
人
産
業
組
合
等
の
中
間
法
人
の
課
税
も
考
へ
ら
れ
る
。

9

0

0

C

ロ

牧
盆
視
の
中
で
最
も
問
題
と
な
る
の
は
管
業
牧
益
枝
{
五
O
、
問
九
九
、
九
八
九
回
)
で
あ
る
。
現
行
の
牧
盆
枕
の
中
で

管
業
枚
盆
枕
が
特
に
特
別
所
得
枕
的
惟
質
伝
宵
し
て
ゐ
る
か
ら
、
多
少
之
を
除
き
物
税
色
彩
を
加
味
す
.
べ
き
で
あ

3
0
主
♂
晶
、

T
己
主
上

J
E目
k
t
J
込
〕
』
2
・
佳
こ

:
)
1
5
二
E
f
T
E
E
f
i
王
〉
号
、

3
L
j
O
K
L
ヘ
コ
'
止
、
圧

1
1

J
『

ゴ
/
L
U
-
E
4
E
r
ハZEF
三匹ゴ〆
L
引
じ
っ
〈
d
t
l
ι
l
M
l
j
)凶作
1
J
者
対
ゴ

4
4台
ρ予
五
川
町

v
c
F
h
吋
司

i
J
4
J
L
十

4

4

・t
J〉
一
〆
一
一

J

Vレレ

。。。コ
O

O
二
九
回
)
と
個
人
(
一
一

o
、
丸
一
五
、
九
六
O
国
)
と
の
闘
係
に
つ
い
て
は
、
所
持
税
と
同
様
の
問
題
が
あ
る
。
資
本
利
子
耽

(
一
回
、
九
0
=
一
、
八
一
九
回
}

は
第
二
種
所
得
税
と
関
連
し
て
ゐ
る
。

特
に
園
債
利
子
に
つ
い
て
‘

如
何
に
し
て
も
所
得

枕
が
課
し
得
な
い
も
の
と
せ
ば
勢
ひ
資
本
利
子
粧
の
税
率
引
上
の
問
題
が
起
っ
て
来
る
が
、
小
レ
シ
ト
ナ
!
の
立

場
を
考
へ
る
と
簡
単
に
は
解
決
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

内

U

べJ

ヘJ

相
舗
網
枕
(
二
『
入
、
九
八
=
一
、
七
=
一
八
回
)
で
は
不
動
産
重
課
と
動
産
轄
課
と
の
蝶
が
極
端
に
現
は
れ
て
ゐ
，
o
か
ら
、
税
率

増
加
の
直
接
方
法
よ
り
も
寧
ろ
第
二
種
所
得
税
の
改
正
と
云
ふ
間
接
方
法
ぞ
採
用
す
る
方
が
増
耽
の
目
的
を
遣
し

易
い
。
卸
ち
無
記
名
誼
察
、
銀
行
預
金
、
信
託
財
産
の
殆
ん
ど
大
部
分
が
相
績
就
を
負
携
し
て
ゐ
な
い
現
般
を

E

う
に
か
改
め
る
必
要
が
あ
る
。
往
今
、
不
動
産
重
課
の
弊
を
避
け
る
矯
め
に
現
物
牧
納
の
方
法
を
詑
〈
人
が
あ

税
制
改
革
の
具
穂
案

第
四
十
二
巻

七
一
五

第
四
蹴

~ 
y、



税
制
改
革
の
具
憾
案

第
四
十
-
-
巻

七
一
六

第
四
披

:
1
q
 

」
'
'
川
い

る
い
か
寅
行
不
可
能
で
あ
る
、
寧
ろ
財
産
評
債
の
際
に
虞
分
債
格
の
思
想
を
盛
る
事
に
よ
っ
て
此
刷
却
を
救
ふ
べ
き
で

み
の
る
。
地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
財
源
と
し
て
内
務
省
で
考
へ
ら
れ
た
案
に
は
現
行
相
繭
税
の
税
率
守
二
倍
に
す

る
様
な
考
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
で
は
農
村
地
主
を
窒
息
せ
し
め
る
結
果
と
な
る
。

第
二
に
我
園
の
涜
逼
耽
系
統
は
八
千
二
百
前
向
固
に
止
ま
り
所
得
税
系
統
iζ

消
受
砥
系
統
と
に
比
し
格
段
の
見
劣

り
が
め
る
、
貨
幣
公
平
の
一
点
斜
め
に
も
榊
枚
の
魚
め
に
も
今
後
に
わ
に
り
山
市
養
し
て
一
行
〈
必
要
炉
止
め
る
。
印
紙
況
と

一
五
び
登
録
耽
と
云
ひ
取
引
の
補
助
行
魚
に
課
税
し
て
ゐ
る
債
格
流
通
税
が
牧
入
の
殆
ん
ど
杢
J

部
を
占
め
、
取
引
向

瞳
に
課
税
し
て
ゐ
る
財
産
流
通
枕
は
取
引
所
取
引
税
と
噸
税
(
二
、
五
二
、
六
3
七
回
)
と
が
め
る
の
み
で
あ
る
。

3

3

0

3

ココ

取
引
所
取
引
税
(
一
二
一
、
八
三
七
、
五
四
O
固
)
の
課
税
物
件
は
従
来
は
清
算
取
引
の
み
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
共
れ
を

質
物
取
引
及
び
園
債
謹
歩
の
取
引
に
靖
張
し
、
以
て
流
通
暁
の
援
連
を
準
h
u

べ
き
で
あ
る
。
税
率
引
上
も
考
へ
ら

れ
る
が
、
増
収
の
目
的
よ
り
云
へ
ば
場
外
取
引
の
取
締
を
税
務
署
ぷ
移
す
事
の
方
が
寧
ろ
重
要
で
め
る
。

印
紙
税
登
録
税
の
収
入
は
不
明
で
あ
る
が
、
先
づ
印
紙
牧
入
の
八
割
な
ち
と
推
定
す
る
と
、
六
千
五
百
寓
固
と

0

0

0

 

云
ふ
数
字
が
浮
い
て
来
る
。
印
紙
一
枕
は
評
判
の
惑
い
税
で
あ
h
改
正
の
必
要
が
あ
る
。
一
T
船
一
船
の
中
で
所
有
権
の

移
轄
、
抵
嘗
躍
の
取
得
に
つ
い
て
は
税
務
署
を
し
て
之
を
徴
牧
せ
し
か
べ
き
で
あ
る
。

第
三
の
消
費
税
系
統
は
昭
和
十
年
度
に
は
六
億
五
千
三
百
高
固
の
珠
算
を
一
不
し
、
我
が
岡
枕
牧
入
の
約
三
分
の

二
を
占
め
て
ゐ
る
。
消
費
税
系
統
で
特
に
注
目
す
べ
き
は
酒
税
と
煙
草
事
賓
と
の
二
つ
で
あ
る
。

コ
ο

酒
税
(
ニ
一
二
、
主
ハ
二
、
=
一
五
九
岡
)
を
め
ぐ
っ
て
は
、
庫
出
課
税
L
」
従
債
枕
ム
」
酒
精
度
数
の
改
正
等
の
古
〈
て
新
し
い



問
題
が
多
い
が
、
此
際
に
解
決
を
し
た
方
が
得
策
で
あ
る
。
非
常
時
に
備
へ
る
矯
め
酒
枕
に
弾
力
あ
る
財
源
を
期

待
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
此
等
の
問
題
'
伊
ニ
濯
に
解
決
し
て
置
く
か
叉
は
専
買
に
準
ひ
か
の
何
れ
か
に
よ
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
，
特
に
庫
出
課
税
が
賞
現
す
べ
く
し
て
貫
現
し
な
か
っ
た
の
は
超
過
期
間
の
財
政
の
遣
り
繰
り
の
つ
か
ぬ
矯

め
で
あ
っ
た
が
、
此
際
に
大
乗
的
見
地
か
ら
共
の
位
の
犠
牲
を
挑
つ
で
も
差
支
へ
な
か
ら
う
。
税
率
の
増
加
は
姿

酒
の
方
が
日
本
酒
よ
り
も
可
能
性
に
富
ん
で
ゐ
る
。

日
本
酒
は
年
々
五
百
高
石
の
遺
石
教
を
維
持
し
人
口
の
増
加

め
る
に
拘
ら
や
少
し
も
伸
び
な
い
か
ら
、
枕
京
γ

を
引
上
げ
て
も
培
牧
の
望
み
が
少
い
の
で
あ
る
。

0

0

c

c

c

 

砂
糖
消
費
枕
(
七
八
、
O
二
九
二
一
二
一
一
正
固
)
に
於
て
は
色
相
の
課
税
楳
準
を
改
め
る
問
題
が
あ
り
、
水
飴
サ
ツ
カ
η
ノ
ン

課
耽
色
併
せ
者
ふ
べ
き
で
あ
る
口

。0
0

0

2

織
物
消
費
税
{
一
一
二
一
二
四
六
七
、
八
一
三
国
}
の
税
率
を
引
上
げ
、

メ

y
ヤ

只

・

プ

且

Y
ト
に
課
税
す
る
事
も
研
究
す
ぺ

き
で
め
る
。

0

0

0

0

 

煙
草
事
責
(
一
九
五
、
七
二
、
四
九
三
園
)
の
値
上
げ
も
有
力
な
る
財
源
で
あ
る
が
、
債
格
政
策
を
徐
程
上
手
に
行
は
な

い
と
消
費
の
中
心
が
下
級
品
に
う
つ
り
却
っ
て
薮
蛇
の
結
果
を
来
一
七
す
虞
が
あ
る
。

第
四
に
地
方
税
系
統
の
修
正
を
徐
冷
に
行
ム
必
要
が
あ
る
。
租
税
線
額
於
て
は
岡
枕
が
地
ぷ
枕
よ
り
も
大
で
あ

る
が
牧
得
税
系
統
に
於
て
は
寧
ろ
地
方
税
が
園
税
を
魅
し
て
ゐ
る
。
現
に
昭
和
十
年
度
珠
算
に
つ
い
て
見
る
に
、

所
待
枕
の
園
枝
が
一
一
億
九
千
六
百
寓
闘
な
る
に
卦
し
、
地
方
税
(
戸
毅
割
を
合
h
U
)

は
一
億
八
千
六
百
寓
闘
で
あ
る
。

傍
業
牧
益
枕
の
岡
枕
は
五
千
寓
固
な
る
に
卦
し
、
地
方
税
(
管
業
税
を
含
h
U
)

は
六
千
六
百
高
固
で
あ
る
。
地
租
の

務
制
改
革
の
具
樫
案

第
四
十
二
巻

七
一
七

第
四
務

六五



税
制
改
革
の
具
姐
案

第
四
十
二
血
管

七
一

A

第
四
按

六
六

闘
税
は
五
千
八
百
高
困
な
る
に
針
し
、
地
方
税
(
特
別
地
税
を
合
h
U
)

は
一
一
億
三
千
高
閣
に
上
る
。
之
に
家
屋
積
一

億
五
百
高
園
、
雑
種
税
一
一
億
五
百
寓
圃
は
す
べ
て
地
方
税
で
あ
る
。
直
接
園
枝
三
億
五
千
五
百
高
間
(
臨
時
利
得

税
を
含
ま
や
)
に
封
し
地
方
税
六
億
二
千
九
百
高
固
と
云
ふ
有
様
で
あ
る
。

。。。

地
方
税
系
統
を
修
正
す
る
具
韓
案
と
し
て
は
、
地
方
税
の
中
の
特
別
税
即
ち
戸
数
割
と
家
屋
耽
と
雑
種
枕
と
を

コ

口

3

ココ

整
理
す
る
事
、
岡
税
附
加
税
ぞ
腐
止
し
同
額
の
租
粧
を
閣
に
於
て
徴
収
し
共
の
税
額
よ
h
ノ
徴
牧
に
要
す
る
費
用
を

?
:
:
F
l
i
-
-
3
4
f
J
H
Z
:
:
「
E
l
L
、

松
陥
L
T
F
-
日
知
内
相
を
刈
千
ん
恥
開
鰐
ト
ぃ

4

公
平
寸
る
ヰ

旧
日
司
ト
】
十

1
日

も

L
I
A
v卜
:
司
直
4
f
J
h凶
」

2
も
L
1
4
4
Z
h
が，、
Je邑
1
4

ニコ
E
L
Y
V
9
-

回
世
帯
耐
力
相

m
Zタ
l
日
U

干
訓
ブ
帯
同
;
ヨ
7
z
p
‘ホ
L
E
l
t
i
E
4

聞
に
於
て
徴
牧
し
仁
る
上
で
地
方
に
交
付
す
る
事
等
が
考
へ
ら
れ
る
。
か
く
て
中
央
税
制
と
地
方
税
制
と
に
逼
じ

に
る
根
本
的
改
革
の
素
地
を
作
る
事
が
出
来
る
。
交
通
機
関
義
遣
し
枇
曾
情
勢
経
済
情
勢
町
一
一
慶
し
た
る
今
日
に

於
て
、
土
日
な
が
ら
の
府
牒
単
位
叉
は
市
町
村
車
位
の
特
別
税
制
度
及
び
附
加
税
制
度
を
推
持
し
て
ゐ
る
事
が
行
詰

り
の
原
因
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

d

第
三

税
制
機
構
の
根
本
的
改
革

枕
制
機
構
の
根
本
的
改
革
は
現
行
税
制
の
修
正
と
平
行
し
て
又
は
現
行
税
制
ぞ
修
正
し
て
後
に
行
は
れ
る
も
の

で
あ
る
。
故
に
時
間
的
に
見
て
現
行
税
制
の
修
正
よ
り
遅
れ
る
も
の
で
あ
り
叉
遅
れ
る
方
で
財
界
の
衝
撃
を
避
け

る
意
味
に
於
て
妥
営
で
あ
る
。

税
制
機
構
の
根
本
的
改
革
と
一
五
ふ
の
は
「
中
央
財
政
と
地
方
財
政
と
を
根
本
的
に
立
て
直
さ
ん
」
と
す
る
の
で
あ



っ
て
我
が
枕
制
の
劃
期
的
改
革
を
目
標
と
し
で
ゐ
る
。
印
ち
地
方
附
加
枕
を
全
廃
し
家
尿
枕
を
地
方
岡
韓
よ
り
切

り
離
し
て
同
家
に
移
管
し
、
岡
家
は
其
の
徴
耽
し
た
る
税
額
の
中
よ
h
股
盆
枕
(
地
租
、
家
屋
税
、
管
業
股
益
税
、

資
本
利
子
枕
)
を
地
方
財
政
調
整
基
金
な
る
プ

l
y
の
中
に
組
み
入
れ
る
の
で
あ
る
。
地
方
岡
躍
に
は
比
較
的
僅

少
な
る
人
税
と
物
耽
と
を
留
保
し
、
共
の
不
足
分
は
共
の
地
方
財
政
調
整
基
金
な
る
プ

I
Y
よ
り
之
を
仰
ぐ
事
左

な
る
の
で
あ
る
。
岡
家
は
牧
盆
税
の
一
財
源
を
地
方
に
交
付
す
る
代
り
に
、
財
産
税
と
買
上
積
と
の
何
れ
か
叉
は
雨

者
を
新
設
し
此
の
不
足
財
源
を
棺
充
す
る
事
が
考
へ
ら
れ
る
。
財
産
税
と
買
上
枕
と
は
我
闘
に
於
て
は
未
打
嘗
て

採
用
せ
ら
れ
な
か
っ
た
租
税
で
あ
る
か
ら
、
之
が
立
法
は
極
め
て
慎
重
に
る
べ
く
共
の
枕
率
の
如
き
も
出
家
る

r

り
慨
き
率
よ
り
山
山
積
す
る
事
が
必
要
で
あ
る
o

槌
つ

τ此
の
岡
枇
は
一
十
時
は
小
繍
の
枚
入
に
止
上
る
市
、

k
r凡
'
h
"
h寸

廿
d
y

パ
g
n
M

に
際
し
伸
張
力
を
有
す
る
新
に
特
色
を
有
せ
し
な
べ
き
で
あ
る
ο
「
現
行
枕
制
の
修
正
」
に
於
て
述
べ
仁
る
所
は
重

複
を
避
け
て
之
を
省
略
し
、
専
ら
其
他
の
部
分
に
つ
き
素
捕
を
試
み
る
。

第
一
に
牧
科
枕
系
統
に
於
て
は
家
屋
枕
の
移
管
と
財
産
税

ω新
設
と
が
問
題
と
な
る

0

0

0

コ

家
屋
枕
(
一

O
困
、
七
九
五
、
四
三
八
回
)
は
現
行
税
制
で
は
道
府
牒
税
(
三
九
、
七
二
六
、
二
九
七
回
)
を
本
税
と
し
市
枕
(
四
八
、

五
二
六
、
八
八
九
回
)
及
び
町
村
税
竺
六
、
五
四
二
二
一
一
八
一
面
)JY
附
加
耽
と
し
て
ゐ
る
が
、
此
を
閥
枕
に
移
管
し
以
て
闘
稜
と

し
て
の
牧
盆
税
(
不
動
産
牧
盆
税
左
し
て
の
地
視
及
び
家
屋
枕
、
動
産
枇
盆
枕
と
し
て
の
資
本
利
子
税
、
替
業
耽

盆
耽
)

を
完
備
す
る
と
共
に
、
牧
盆
税
の
牧
入
は
凡
て
地
方
財
政
調
整
基
金
に
組
み
入
れ
地
方
に
交
付
し
て
地
方

財
政
の
調
整
に
あ
て
る
。
家
屋
抵
の
課
税
楳
準
に
る
家
屋
賃
貸
債
格
と
課
率
と
が
道
府
臓
に
よ
り
異
り
附
加
税
率

税
制
改
革
の
具
開
案

第
四
十
二
巻

七

;Ju 

第
四
肢

六七



税
制
改
革
の
具
閤
案

第
四
十
二
巻

七
二

O

第
四
時
制

六
八

が
市
町
村
に
よ
り
臭
っ
て
ゐ
る
事
よ
り
生
や
る
弊
害
は
こ
の
改
正
に
よ
り
一
掃
せ
ら
れ
る
事
と
な
る
の
で
あ
る
。

コ
3

0

我
聞
に
於
て
は
動
的
財
産
税
た
る
相
鱒
税
は
あ
る
が
、
静
的
財
産
税
た
る
財
産
税
は
之
を
欠
い
で
ゐ
た
。
財
産

耽
は
封
建
時
代
の
遺
物
た
る
奮
耽
に
止
ま
る
事
も
あ
り
、
迂
代
経
梼
枇
舎
の
新
説
た
る
事
も
あ
る
が
、
車
に
は
後

者
を
問
題
と
す
る
。
財
産
税
は
更
に
之
や
一
分
っ
て
名
義
上
の
財
産
枕
と
宜
質
上
の
財
産
税
と
に
す
る
事
が
出
来
る

炉
、
今
問
題
と
な
っ
て
司
心
る
の
は
臨
時
枕
た
る
寅
質
上
の
財
産
税
で
な
く
し
て
経
常
晴
た
る
名
義
上
の
財
産
枕
で

〉

h
'
2

J
d日v
，り〆一

E

，、
P
F
b
3
5
子
+
L
¥ノ
込
t】
河
川
J

二、
j
h
U
L

司しん下一、ノ
P
3
e
、，、

叶

7
i
見
届
形
U

初
訪
1
J
U
羽
小
ト
寸

J
d
z
'
Z

f
』
干

t
、
J
H
E
t
:し
ど
ん
K
L
K
止
り
ヒ
)
こ
置
く
告
示
l
jう

百
六
千
本
〆
し
'
事
弓
ノ

z
t
J
-
q
a
f
F
U
L
f
i
l
-
-
4
4
f

り
、
又
は
非
常
時
財
源
洞
養
の
意
味
に
於
て
牧
盆
税
L
」
併
せ
設
け
る
場
令
も
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
財
産
税
は
弾

力
性
あ
る
租
枕
な
る
が
故
に
、
幾
多
の
短
所
あ
る
に
拘
ら
や
特
に
岡
枕
と
し
て
光
例
の
少
い
弱
味
め
る
に
拘
ら
や
、

捨
て
難
い
も
の
で
あ
る
。
財
産
税
を
採
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
第
一
に
財
産
評
償
金
正
確
に
行
ふ
べ
〈
、
恰
も
滴
逸

財
産
税
法
(
〈

2
5
0四
2
2
2同
『

mm認
可
)
が
-
ブ
イ
ヒ
一
行
使
法
(
】
庁
一
円

}
Z
U
2
2
5
q同
町
認
定
)
共
他
の
詳
細
な
る
準
備

工
作
を
必
要
と
し
七
一
挙
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
大
正
九
年
の
臨
時
財
政
経
梼
調
査
合
の
財
産
税
は
個
人
の
み
を
封

象
と
し
最
低
千
分
の
四
よ
り
最
高
千
分
の
十
に
ま
で
及
ぷ
超
過
額
累
主
税
率
を
採
用
し
て
ゐ
た
。
も
し
我
固
に
財

産
税
を
新
設
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
税
率
は
極
め
て
低
き
比
例
税
率
に
る
べ
く
寅
質
上
の
財
産
税
と
な
っ
て
は
な
ら

ぬ
、
最
初
は
私
有
財
産
の
セ
ン
サ
ス
の
費
用
を
償
ふ
程
度
で
満
足
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
財
産
の
評
僚
に
は
慮
分
債

格
を
原
則
と
し
不
動
産
が
重
屈
を
受
け
る
事
を
避
け
る
。
財
産
税
の
納
税
義
務
者
は
佃
人
と
法
人
と
の
雨
方
面
に

わ
た
る
べ
く
、
雨
者
の
調
和
に
つ
い
て
は
考
慮
を
必
要
と
す
る
。
然
し
つ
現
行
税
制
の
修
正
」
に
於
て
説
明
し
た
る



広
告
説
鳴
総
説
療
事

が
知
〈
第
二
種
所
得
の
所
有
者
の
氏
名
が
税
務
嘗
局
に
明
か
と
な
ら
な
い
現
服
で
あ
る
と
、
財
産
枕
に
は
飴
り
の

期
待
を
か
け
ら
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

第
二
に
流
通
積
系
統
の
開
拓
に
つ
い
て
は
今
後
に
わ
た
り
相
営
の
努
力
を
排
ふ
必
要
が
あ
る
が
、
先
づ
問
題
と

な
る
の
は
買
上
積
と
有
償
誼
券
移
特
枕
と
の
こ
つ
で
あ
る
。

。。。
寅
上
積
色
財
産
税
同
様
に
批
難
の
高
い
租
税
で
あ
る
が
、
財
政
牧
入
を
多
額
に
脅
し
且
つ
弾
力
性
を
有
す
る
・
6

の
と
し
て
三
十
数
ケ
同
に
採
用
せ
ら
れ
財
政
上
に
於
て
重
さ
を
な
し
て
ゐ
る

買
上
積
は
低
率
の
比
例
枕
た
る
と

共
に
消
費
税
の
如
く
特
掠
す
る
事
な
き
様
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

叉
、
多
数
皆
事
者
の
手
を
通
る
岡
崎
将
度
数
の
多
一

習
商
品
と
一
員
産
業
の
ド
に
民

τ岡
崎
何
度
税
の
少
凡
さ
商
品
と
の
調
枕
の
剖
A
月
に
つ

F
埴
常
な
る
考
慮

J

ぽ
必
要
と

す
。
次
に
、
流
通
枕
を
一
に
ぴ
謀
せ
ら
れ
に
る
物
件
に
卦
し
で
は
.
た
・
と
へ
共
れ
が
債
格
流
通
就
に
る
と
財
産
流

遁
枕
た
石
と
を
問
は
や
貢
上
読
を
兎
・
ず
べ
〈
、
二
重
課
税
た
る
事
を
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
買
上
積
は
財
産
税
同
様

に
非
常
時
に
用
ひ
ら
れ
る
俸
家
の
賓
刀
で
あ
っ
て
、
卒
時
は
極
め
て
小
額
の
牧
入
で
耐
足
す
べ
き
で
あ
る
。
非
常

事
件
が
勃
殺
し
岡
家
経
費
の
膨
脹
す
る
に
反
し
岡
山
ホ
耽
入
が
一
向
に
仲
び
な
い
時
仁
一
全
り
、
始
め
て
税
率
を
動
か

し
て
増
牧
を
は
か
る
矯
め
に
之
を
用
ふ
べ
き
で
あ
る
。

流
通
概
系
統
は
l
租
税
総
額
の
四
・
七
バ

1
セ
ン
ト
、
.
岡
枕
の
七
・
三
バ

1
セ
ン
ト
に
止
ま
り

l
我
闘
に
於
て
殺

遣
の
最
色
幼
稚
な
る
方
面
で
あ
る
か
ら
、
無
準
備
に
貰
上
読
を
採
用
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
先

0

3

3

0

0

0

0

 

づ
印
紙
税
を
根
本
的
に
改
め
る
と
か
、
有
償
謹
券
移
融
持
枕
を
新
設
す
る
か
し
て
、
徐
ゃ
に
流
通
税
系
統
を
整
へ
、

枕
制
改
革
の
具
健
案

第
四
十
二
巻

じ

第
四
貌

丸



税
制
改
草
の
具
健
案

第
四
十
二
巻

七
二
二

第
四
筑

七
O 

其
の
基
礎
の
上
に
貰
上
積
を
築
く
べ
き
で
あ
る
。
然
し
有
償
誼
券
移
轄
税
に
し
て
も
課
税
技
術
が
中
卒
困
難
で
あ

る
。
無
記
名
誼
券
の
移
轄
、
白
紙
委
任
紋
付
の
株
式
の
移
轄
等
は
如
何
に
し
て
之
を
捕
捉
す
べ
き
か
が
問
題
で
あ

る
。
濁
逸
で
は
資
本
流
通
枕
と
し
て
舎
世
稜
と
有
償
誼
努
枕
と
取
引
所
取
引
詑
と
が
設
け
ら
れ
で
あ
る
。

D

0

0

0

3

ココ

第
三
に
消
費
税
系
統
に
於
て
は
砂
糖
専
買
と
酒
専
買
と
が
考
へ
ら
れ
る
。
専
買
の
財
政
的
意
義
は
平
時
に
於
て

ほ
頗
る
疑
問
と
せ
ら
れ
往
。
に
し
て
、
「
士
族
の
向
法
」
な
り
と
批
難
す
る
人
炉
J

の
あ
程
で
あ
る
。
宇
一
民
宇
佐
始
め
十
h

エ
民
向
。
内
ノ
同
司
主
旨
こ
目
見
ヨ
ヨ
〉

'K
益
?
主
「

3

〉
一
ず
〉

L
〉、

3
1
J
f
r
ι
H
l
f
i
t
-
4
F
U
止
重
3
4斗
k
y
u
U
T
J
d
z
カ

時
ル
パ
』
粧
品
に
従
ひ
財
政
欣
入
の
目
的
が
部
ら
ぐ
事
L
」

な
る
、
帥
ち
専
責
事
業
闘
係
者
が
事
業
を
愛
す
る
の
飴
り
事
業
牧
益
を
一
一
般
合
計
に
注
ぎ
こ
な
の
を
静
ま
な
く
な

り
、
一
世
舎
政
策
目
的
又
は
公
益
目
的
を
重
ん
十
る
と
謹
比
例
し
て
財
政
牧
入
目
的
を
日
に
鞄
ろ
ん
や
る
虞
が
あ
る
。

其
結
果
ー
と
し
て
「
事
業
を
民
間
に
任
し
た
時
に
得
る
消
費
税
枚
入
」
と
「
専
資
盆
金
」
と
は
大
差
な
レ
の
で
め
る
が
、

「
所
得
税
、
叫
営
業
牧
盆
積
、
地
租
、
家
屋
税
等
」
に
営
る
分
に
至
つ
て
は
園
家
地
方
圏
躍
の
損
失
に
な
り
は
し
な
い

か
と
の
批
難
色
起
り
得
る
の
で
み
る
。
然
し
俄
か
に
大
な
る
牧
入
金
必
要
と
す
る
時
に
、
消
費
税
を
大
幅
に
引
上

げ
る
様
な
事
が
め
る
と
需
要
の
減
退
を
伴
ふ
事
と
な
り
共
の
目
的
を
遣
し
難
い
か
ら
、
寧
ろ
専
責
課
税
の
方
法
を

採
る
の
が
目
的
に
か
な
ふ
の
で
あ
る
。
砂
糖
専
頁
左
一
石
ひ
酒
専
貰
と
一
五
ひ
、
共
の
創
業
に
際
し
て
は
豆
額
の
禁
業

交
付
金
と
徴
牧
補
償
金
と
を
交
付
公
債
の
形
に
於
て
営
業
者
に
奥
へ
る
必
要
が
め
る
。
従
っ
て
専
寅
貨
施
の
問
題

は
赤
字
公
債
消
化
力
の
問
題
L
」
も
密
接
な
る
閥
係
を
有
し
て
ゐ
る
。

商
事
責
は
豪
揮
に
共
の
先
倒
が
あ
る
か
ら
之
を
参
照
す
る
必
要
が
ゐ
る
。
墓
濁
の
酒
専
責
の
範
園
は
庚
〈
酒
精



及
び
酒
精
今
日
有
飲
料
並
に
白
糊
、
紅
納
、
酒
母
、
躍
の
島
内
の
製
造
及
び
販
責
に
亘
る
を
原
則
と
し
て
ゐ
る
が
、

持
越
酒
(
専
責
制
度
宜
施
前
の
酒
類
は
自
由
販
買
を
ゆ
る
す
)
と
酒
精
(
酒
精
の
製
造
及
び
島
外
販
買
は
民
管
を
認

め
島
内
販
買
の
み
を
専
責
と
す
る
)
と
姿
酒
(
製
造
は
民
品
目
を
認
め
販
寅
の
み
を
事
責
の
範
固
に
か
く
)
と
に
例
外

を
認
め
て
ゐ
る
。
喜
一
漕
の
酒
専
貰
が
成
功
し
た
原
因
と
し
て
、

一
、
専
貰
前
に
於
け
る
酒
造
業
が
査
本
充
一
貫
せ
中

従
っ
て
禁
業
交
付
金
、
徴
牧
補
償
金
等
の
創
業
費
が
少
〈
て
す
ん
だ
事
、
一
一
、
専
寅
前
の
酒
造
業
が
技
術
的
に
幼

稚
な
り
し
峰
崎
め
専
貿
後
の
改
善
の
効
果
を
充
分
に
後
揮
し
得
た
る
事
、
二
一
、
消
費
数
量
が
小
に
し
て
事
業
の
統
制

が
比
較
的
容
易
に
行
は
れ
し
事
、
四
、
製
造
酒
類
の
大
部
分
が
蒸
館
酒
並
び
に
再
製
油
に
し
て
清
酒
の
如
く
に
種

質
腐
敗
の
風
あ
る
も
の
が
一
部
分
に
過
き
十
、
仙
川
て
事
費
に
泊
し
て
ゐ
る
事
川
忠
げ
ら
れ

τゐ
5
0
内
地
の
洞
調

の
大
部
分
を
占
な
る
の
は
情
-
泊
で
め
っ
て
上
越
の
四
つ
の
保
件
の
い
づ
れ
に
も
該
昔
し
な
い
の
で
あ
る
。
府
公
.
泊
官
事

責
、
焼
酎
事
責
、
理
研
酒
専
責
等
も
一
一
腰
は
調
査
し
て
見
る
必
要
が
め
る
。

第
四
に
地
方
枕
制
の
根
本
的
改
革
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
同
じ
地
方
周
躍
と
云
つ
で
も
府
牒
と
市
町
村
と
に
よ

つ
で
財
政
機
構
を
異
に
す
べ
く
真
に
大
都
市
と
共
他
の
市
町
村
と
に
よ
り
異
な
る
税
制
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
。

結
論
営
端
的
に
一
五
へ
ば
、
府
腕
積
を
廃
止
し
市
町
村
読
を
僅
少
な
る
人
積
(
戸
数
割
又
は
特
別
所
得
境
の
如
き
)

と
物
税
(
特
別
地
税
、
叫
営
業
税
、
雑
種
枕
の
如
き
)
と
に
止
め
、
府
牒
費
の
令
部
及
川
い
市
町
村
費
の
大
部
分
は
地
方

財
政
調
整
基
金
な
る
プ

l
y
よ
り
支
給
す
る
交
付
金
に
よ
っ
て
之
営
賄
ふ
事
と
す
る
。
而
し
て
其
の
プ

!
p
の
中

に
は
地
租
と
家
屋
枕
と
管
業
牧
盆
税
と
資
本
利
子
枕
と
の
牧
入
を
加
へ
る
。
交
付
金
を
府
牒
及
び
市
町
村
に
分
配

積
制
改
革
の
具
情
実

第
四
十
二
巻

七

第
凶
披

七



税
制
改
卒
の
具
穂
案

第
四
十
二
巻

七
二
四

第
四
披

七

す
る
方
法
は
三
段
に
分
れ
る
。
第
一
次
は
徴
耽
金
額
で
あ
っ
て
、
此
等
の
耽
盆
粧
の
大
部
分
は
共
の
徴
収
せ
ら
れ

し
府
腕
市
町
村
に
戻
す
の
で
あ
る
。
第
三
次
に
は
人
口
を
用
び
、
人
口
に
比
例
し
て
牧
盆
耽
の
再
分
割
守
試
み
る
。

第
三
次
は
必
要
の
程
度
で
あ
っ
て
富
裕
な
る
地
方
に
少
く
分
配
し
、

窮
乏
の
地
方
に
多
く
を
分
配
す
る
。

。コ
3

0

0

0

0

0

0

。。
h
D

新
枕
と
し
て
は
上
越
の
財
産
税
、
買
上
税
、
有
償
謹
券
移
轄
枕
の
外
に
、
本
唱
修
枕
、
化
粧
品
税
、
ガ

y
p
ン
枝
、

0

0

0

0

3

0

コ

0

0

コ

0

0

0

0

0

3

3

自
動
車
税
、
鱗
寸
税
、
保
険
耽
恥
糾
製
剤
税
、
市
川
問
畿
税
一
か
考
へ
ら
れ
る
が
、

此
等
の
新
枕
に
大
し
h
い
欣
入
を
望
み

科
る
か
否
か
疑
問
で
め
る
。
産
自
杭
の
佐
活
と
し
て
は
通
行
税
、
醤
油
税
、
綿
織
物
泊
費
税
、
買
薬
枕
が
並
行
の
候
補

0

3

3

 

に
上
る
罪
で
あ
る
。
通
行
税
は
巌
止
品
目
田
時
に
比
較
す
る
と
定
め
し
多
〈
の
増
牧
を
驚
す
事
で
あ
ら
う
、
蓋
し
最
近

の
大
都
市
生
活
に
於
て
は
住
宅
地
と
勤
務
場
所
と
の
聞
に
相
営
の
距
離
あ
り
従
っ
て
都
心
と
郊
外
と
の
聞
に
は
交

通
機
関
に
よ
る
人
口
の
振
子
運
動
が
書
一
夜
二
回
繰
り
返
へ
さ
れ
る
の
で
め
る
。
帥
ち
市
内
と
郊
外
と
の
交
通
に
掛

。3
0

し
相
蛍

E
額
の
課
税
を
な
す
事
が
出
来
る
。
醤
油
税
は
嘗
業
者
の
多
〈
が
管
枕
の
復
活
を
希
望
す
る
か
或
は
少
〈

と
も
奮
税
の
復
活
に
反
劃
し
な
い
か
ら
、
賀
行
が
容
易
で
あ
る
。
勿
論
、
常
業
者
は
課
税
そ
れ
自
開
を
望
ん
で
ゐ

る
と
云
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
敵
本
主
義
的
に
税
務
監
督
局
の
手
を
通
じ
て
業
界
の
統
制
を
は
か
ら
ん
事
を
期
し
て
ゐ

。3
3

0

0

0

る
の
で
あ
る
。
綿
織
物
消
費
税
の
復
活
は
、
綿
織
物
の
地
位
が
廃
止
営
時
と
今
日
と
襲
っ
て
ゐ
る
事
よ
り
主
張
せ

。。。

ら
れ
て
ゐ
る
、
特
に
人
絹
と
の
比
較
が
有
力
な
る
論
擦
と
な
っ
て
ゐ
る
。
買
薬
読
も
確
貨
な
る
財
源
と
し
て
康
止

を
惜
し
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
め
る
。
然
し
此
等
の
奮
枕
は
何
れ
も
人
頭
税
的
色
彩
を
有
し
租
税
そ
れ
白
腫
の
短
所
が

館
り
に
も
大
な
り
し
矯
め
駿
止
せ
ら
れ
七
も
の
で
あ
り
、
克
に
一
日
一
廃
止
せ
ら
れ
た
と
云
ふ
歴
史
的
事
情
は
営
時



i
童
謡
答
者
前

の
底
止
賛
成
者
を
し
て
共
の
採
用
を
一
層
臨
時
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
此
等
の
嘗
視
の
復
活
は
最
後
の
切
札
で
あ

っ
て
、
現
行
税
制
に
修
正
の
館
地
が
無
く
な
っ
た
場
合
か
或
は
趨
営
な
る
新
枕
を
創
設
す
る
見
込
が
無
く
な
っ

h

場
合
と
か
に
、
始
め
て
行
は
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

第
四

輯
制
改
革
と
韓
務
嘗
局

税
制
の
一
根
本
的
改
革
は
も
と
よ
り
、
現
行
税
制
の
修
正
と
離
も
議
合
の
子
炉
}
通
じ
て
慎
重
に
之
を
行
ふ
事
B

と
な

つ
ど
ゐ
る
。
然
し
議
命
日
炉
枇
制
改
革
の
新
立
法
令
〕
な
し
た
所
で
之
を
賀
行
ず
る
の
は
税
務
常
局
ぞ
あ
る
。
税
制
改

h
r
3
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-
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餅
に
外
な
ら
な
い
。
蕊
に
枕
制
改
革
は
税
務
行
政
の
刷
新
せ
ら
れ
る
事
を
嘗
然
に
諜
想
す
る
の
で
あ
る
。
税
務
行

政
の
刷
新
は
更
に
分
れ
て
、
税
務
官
吏
の
向
上
と
税
務
行
政
機
構
の
改
組
と
の
二
つ
の
問
題
と
な
る
。

大
都
舎
の
税
務
署
で
は
磐
長
は
必
中
第
三
種
所
得
税
の
納
税
者
で
あ
る
が
、
共
れ
以
外
の
人
の
大
部
分
は
第
三

種
所
得
税
の
兎
税
鈷
以
下
の
俸
給
を
受

t
る
に
止
ま
り
直
接
税
を
少
し
も
納
め
て
ゐ
な
い
現
肢
で
あ
る
。
租
税
を

少
し
も
納
め
た
事
の
無
い
人
に
ど
う
し
て
納
税
の
苦
痛
が
理
解
出
来
よ
う
か
、
高
に
不
営
課
税
が
起
り
疑
獄
が
生

じ
官
民
相
互
の
反
日
ぞ
大
と
す
る
。

今
や
培
牧
を
伴
ふ
根
本
的
税
制
改
革
を
行
は
ん
と
し
て
ゐ
る
時
で
あ
る
か

ら
、
税
務
行
政
に
相
蛍
の
費
用
を
注
ぎ
込
み
税
務
官
吏
の
向
上
を
は
か
る
と
共
に
租
税
技
術
を
改
良
す
る
必
要
が

め
る
。
特
に
直
接
税
の
徴
牧
に
つ
い
て
は
納
耽
者
の
申
骨
を
原
則
と
し
て
承
認
す
る
事
と
し
て
税
額
を
決
定
し
、

枕
制
改
革
の
具
龍
案

第
四
十
二
巻

t二

五

第
四
競

七



税
制
改
革
の
具
慢
案

第
四
十
一
一
巻

七
二
六

第
四
批

七
四

官
民
相
互
の
聞
の
紛
争
を
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
の
個
人
管
業
耽
盆
枕
の
決
定
の
如
き
最
も
戚
情
の
衝
突
を
来
す

志
の
で
あ
る
か
ら
、
課
税
技
術
上
に
充
分
の
注
意
を
必
要
と
す
る
。

も
う
一
つ
の
枕
務
行
政
刷
新
の
方
法
と
し
て
、
税
務
行
政
機
構
の
改
組
を
考
へ
る
事
が
出
来
る
。
税
務
署
叉
は

税
務
監
督
品
会
し
て
現
肢
一
通
り
に
内
閥
税
専
門
の
役
所
と
し
て
績
け
て
行
〈
か
、
叉
は
財
務
署
又
は
財
務
監
督
局

ー
と
し
て
財
政
金
融
の
全
般
の
事
務
診
掌
ら
し
り
る
か
少
〈
と
自
覗
在
の
役
目
合
蹴
張
し
て
行
〈
か
が
第
一
の
問
越

で
あ
£
。
江
戸
間
的
ド
お
へ
ば
税
務
署
ヌ
は
税
務
監
督
局

2
税
制
、
専
資
局
、
銀
一
町
品
等
と
め
闘
係
eg
ど
う
す
る
か

を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
現
在
の
ま
う
内
闘
穂
専
門
の
役
所
と
し
て
績
け
る
に
し
て
も
共
の
地
理
的
証
域
に
つ
き
考

へ
る
の
が
第
二
の
問
題
で
あ
る
。
第
三
に
税
務
署
叉
は
税
務
監
督
局
の
内
容
及
ぴ
管
轄
匝
域
を
現
在
の
ま
〉
と
し

て
も
税
務
行
政
機
構
の
合
理
化
に
つ
き
問
題
が
起
る
。
税
務
の
合
理
化
は
税
務
官
吏
の
向
上
の
問
題
と
関
連
す
る

の
で
あ
石
が
、
税
制
改
革
が
行
は
れ
ば
行
は
れ
る
ほ
ど
共
の
改
革
が
根
本
的
で
あ
れ
ば
め
る
ほ
ど
必
要
と
な
っ
て

〈
る
。
特
に
岡
家
の
税
制
が
地
方
の
税
制
に
喰
入
る
様
な
改
革
が
漁
想
せ
ら
れ
る
の
で
め
る
と
、
税
務
の
合
理
化

を
行
ふ
事
に
よ
り
て
共
の
全
能
率
を
援
揮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

馬
場
財
政
が
税
制
改
革
を
旗
印
に
か
h

げ
、
増
牧

ee伴
ふ
税
制
改
革
の
必
要
に
劃
し
闘
民
の
自
覚
を
促
し
た
の

は
、
我
岡
将
来
の
潟
め
に
喜
ぶ
べ
き
傾
向
で
あ
る
。
折
角
の
此
意
莱
込
み
を
賃
行
に
移
す
魚
め
に
、
第
一
に
は
新

税
法
案
を
議
曾
に
提
出
し
て
成
立
せ
し
め
る
必
要
が
あ
り
、
第
二
に
は
税
務
嘗
局
の
努
力
に
よ
っ
て
此
の
新
税
法

の
貨
を
結
ば
し
な
る
必
要
が
あ
る
。


